
　

償
却
資
産
と
は
固
定
資
産
税
の
一
つ
で
、

会
社
や
個
人
で
工
場
・
商
店
・
農
業
な
ど
を

経
営
し
て
い
る
人
や
、
駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト

な
ど
を
貸
し
付
け
て
い
る
人
が
、
そ
の
事
業

の
た
め
に
所
有
す
る
構
築
物
や
機
械
、
器

具
、
備
品
な
ど
の
こ
と
で
す
。

　

償
却
資
産
を
お
持
ち
の
事
業
主
は
毎
年
１

月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
を
、
償
却
資
産
の

所
在
す
る
市
町
村
長
に
申
告
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。（
地
方
税
法
第
３
８
３
条
）

●
特
殊
自
動
車
は
固
定
資
産
税
の
償
却
資
産

ま
た
は
軽
自
動
車
と
し
て
申
告
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

●
耐
用
年
数
が
１
年
未
満
の
資
産
や
取
得
価

格
が
10
万
円
未
満
の
資
産
で
、
規
定
に
よ

り
損
金
参
入
さ
れ
た
も
の
な
ど
は
申
告
の

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
太
陽
光
発
電
設
備
（
10 

kw
以
上
）
は
、
償
却

資
産
と
し
て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
申
告
書
類
は
12
月
に
送
付
し
て
い
ま
す

が
、
新
規
に
事
業
を
始
め
た
場
合
な
ど
、

必
要
な
人
に
は
送
付
し
ま
す
の
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
熊
本
地
震
で
被
災
し
、
主
た
る

生
計
維
持
者
の
居
住
す
る
住
宅
が
半
壊
以
上

で
あ
る
人
や
災
害
に
よ
る
事
業
収
入
な
ど
の

減
少
が
あ
っ
た
人
な
ど
を
対
象
と
し
て
、
平

成
28
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
を
減
免
し
て

い
ま
す
。

●
対
象　

①
②
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

①
主
た
る
生
計
維
持
者
の
居
住
す
る
住
宅（
※
）

が
半
壊
・
大
規
模
半
壊
・
全
壊
と
判
定

さ
れ
た
人

※ 

所
有
の
み
で
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

②
災
害
に
よ
り
事
業
収
入
な
ど
が
減
少
し
、

次
の
ア
か
ら
ウ
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

ア
事
業
収
入
（
複
数
の
事
業
収
入
が
あ
る
場

合
は
い
ず
れ
か
）
の
減
少
額
が
前
年
の
30

％
以
上

イ
前
年
中
の
合
計
所
得
が
１
千
万
円
以
下

ウ
減
収
が
見
込
ま
れ
る
事
業
収
入
以
外
の
前

年
中
の
所
得
の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下

●
申
請
が
必
要
な
人

◦
市
外
で
り
災
証
明
を
受
け
、
合
志
市
に
転

入
し
て
合
志
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

た
人 償

却
資
産
の
申
告
は
１
月
31
日
㈫
ま
で
で
す

熊
本
地
震
で
被
災
し
た
人
へ

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 

税
務
課　

固
定
資
産
税
班（
合
志
庁
舎
）

 

☎（
２
４
８
）１
１
１
４

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 

税
務
課　

市
税
班（
合
志
庁
舎
）

 

☎（
２
４
８
）１
１
１
４

◦
事
業
収
入
な
ど
の
減
少
が
あ
っ
た
人
（
対

象
②
に
当
て
は
ま
る
場
合
な
ど
）

※ 

本
市
で
り
災
証
明
を
受
け
た
人
は
、
申
請
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

10
月
か
ら
随
時
、
減
免
決
定
通
知
を
納
税

義
務
者(

世
帯
主)

宛
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
り
災
証
明
を
受
け
た
世
帯
員
と
は

別
の
納
税
義
務
者
が
い
る
場
合
や
、
り
災
証

明
を
受
け
た
後
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

た
場
合
な
ど
、
対
象
者
で
通
知
が
届
い
て
い

な
い
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

　

保
険
証
、
印
鑑
、
世
帯
主
の
口
座
が
分
か

る
も
の
、
世
帯
主
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個

人
番
号
）
が
分
か
る
も
の
、
窓
口
に
来
る

人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
な
ど
）、
対
象
①
②
に
当
て
は
ま
る
こ

と
が
分
か
る
書
類
（
り
災
証
明
書
な
ど
）

●
申
請
期
限　

３
月
31
日
㈮

※ 

被
災
に
よ
り
、
納
税
義
務
者
な
ど
が
死
亡
ま

た
は
行
方
不
明
に
な
っ
た
場
合
、
重
篤
な
傷

病
を
負
っ
た
場
合
な
ど
も
免
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

業　種 償却資産の例

建設業
ブルドーザーなどの大型特殊自動車

（小型特殊自動車など軽自動車税の
対象は除く）、プレス機など

卸売・
小売業

陳列台、ショーケース、レジスター、
冷凍・冷蔵設備、店内放送設備、自
動販売機など

飲食業
家具、厨房用品、冷凍冷蔵庫、照明設
備、ガスレンジ、カラオケ機器など

理容・
美容業

理容・美容器具、椅子、洗面設備、パ
ーマ器、ドライヤー、消毒殺菌機など

医(歯)業
レントゲン装置、歯科診療ユニット、
ファイバースコープ、給食用厨房器
具など

業　種 償却資産の例

各業種
共通

パソコン、コピー機、電話機、テレ
ビ、エアコン、応接セット、駐車場・
構内の舗装路面など

農・畜産業
ビニールハウス、水田ハロー、管理機、
乗用装置のない農耕用耕作機械など

不動産・
(賃貸)業

外構工事、庭園工事、受変電設備、
屋外に敷設されたガス・上下水道埋
設管、ごみ置場など

製造業
外構工事、フェンス、外灯、庭園工
事、緑化施設、製造用設備・機械、
受変電設備など

※詳しくはお問い合わせになるか、市ホームペー
ジをご覧ください。

要介護認定を受けている65歳以上の人へ

障害者控除対象者認定書を交付します
復興まちづくりに参画しませんか

復興まちづくり計画座談会
熊本地震で被災した人へ

各種支援制度には期限があります
　要介護認定を受けている65歳以上の人で、一定の基準に
当てはまると市が認定した人に、所得税・住民税の障害者控
除を受けることができる「障害者控除対象者認定書」を交付
します。詳しくはお尋ねください。

※すでに障害者手帳をお持ちの人は、認定書の交付を受ける必
要はありません。

●手続き
◦高齢者支援課、市民課（合志庁舎）、各支所にある申請書

を提出してください。申請書は市ホームページからダウンロ
ードもできます。

◦申請者は本人と家族に限ります。本人の介護保険証と認め
印、申請者の本人確認ができるもの（運転免許証など）を
お持ちください。

●注意事項
◦平成28年12月31日現在で、本市に住所がある人が交付対

象です。認定書は平成28年分の申告に限り有効です。
◦認定書は１月13日㈮から交付します。
◦この認定書は障がい者としてのサービスが受けられる証明

書ではありません。

●問い合わせ先 高齢者支援課　高齢者保険班（西合志庁舎）
 ☎242-1109

　熊本地震からの復興に向けて、まちづくり
の指針となる震災復興計画の策定を進めてい
ます。このたび、震災復興計画の素案をまと
めました。この内容について、市民の皆さん
にお知らせし、今後の復興やまちづくりに対す
るご意見をいただくため、復興まちづくり計画
座談会を開催します。

り災証明書
　住家などの被害状況を証明するものです。状況に応
じて被害認定調査を行ないます。一部損壊のり災証明
書は、総務課で即時発行します。
●対　　象　被災した住家・非住家（納屋など）
●申請期限　２月28日㈫
●申請・問い合わせ先
　総務課　交通防災班（合志庁舎）☎248-1112

被災住宅の応急修理
　被災した住宅で、日常生活に不可欠な部分の応急的
な修理について、一定の範囲内で費用を支援します。
●対　　象 り災証明書で半壊以上の認定を受け、自

ら修理する資力のない世帯
●申請期限　４月13日㈭
●申請・問い合わせ先
　都市計画課（西合志庁舎）☎242-1104

被災家屋などの解体撤去
　被災した家屋などの解体撤去、またはその費用を支
援します。
●対　　象 ◦り災証明書で半壊判定以上の認定を

受け、建物の解体撤去を希望する人
◦業者に依頼し、解体が完了した人

●申請期限 ◦解体撤去　５月31日㈬
 ◦費用支援　２月28日㈫
●申請・問い合わせ先
　環境衛生課（合志庁舎）☎248-1202

災害復興商品券
　住宅や店舗の復旧工事費用を５万円分の商品券で助成
します。工事前の人も期限までに申請してください。
●対　　象 熊本地震で被災した住宅や店舗の復旧に

必要な工事で、合計50万円以上の工事

※対象外の工事もあります。応急修理制度、被災者生活
再建制度と同時に利用することはできません。

●申請期限　３月31日㈮
●申請・問い合わせ先　
　商工振興課（合志庁舎）☎248-1115

　熊本地震で被災した人への支援制度の申請期限は次のとおりです。もう一度
よく確認して、早めにお手続きください。詳しくはお尋ねください。

と　き ところ

1月17日㈫ 午後  7時〜 泉ヶ丘市民センター

1月19日㈭ 午後  7時〜 みどり館

1月22日㈰ 午前10時〜 合志庁舎

1月26日㈭ 午後  7時〜 須屋市民センター

1月31日㈫ 午後  7時〜 ふれあい館

2月  2日㈭ 午後  7時〜 御代志市民センター

●問い合わせ先 政策課　政策班（合志庁舎）
 ☎248-1028
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